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１．策定の背景と目的 

 １）本ガイドラインの目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２）策定の背景と目的 

政府は 2017 年 3 月 28 日「働き方改革実現会議」において、従来では時間外労働

規則の適用除外となっていた建設業においても、改正労働基準法施行の５年後に

（令和６年４月１日から）罰則付き上限規制の一般則を適用する「働き方改革実行

計画」が策定されたところである。「働き方改革実行計画」においては以下の取組

みが建設業における取組みとして示された。 

 （１）適正な工期設定、適切な賃金水準の確保、週休２日の推進等に向け、発注者

を含めた関係者で構成する会議を設置。 

 （２）制度的な対応を含め、時間外労働規制の適用に向けた必要な環境整備を進め

あわせて業界等の取組みを支援。 

 （３）技術者・技能労働者の確保・育成やその活用を図るための制度的な対応を含

めた取組み。 

 （４）施工時期の平準化、全面的なＩＣＴの活用、書類の簡素化、中小建設企業へ

の支援等による生産性の向上。 

こうした取組みの一環として、「建設工事における適正な工期設定等のためのガ

イドライン 平成 29 年 8 月 28 日 建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議 

申合せ」が策定され、本ガイドラインに沿って建設業の生産性向上等も踏まえ、適

① 働き方改革実現に向けた環境整備の一環として、長時間労働の是正、週休２日

（４週８休）を確保した工事にも対応した適正な工期設定を行うためのガイド

ラインを策定。 
 当該工事の規模及び難易度、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従

事する者の週休２日の確保等、適切に考慮した工程及び施工計画を作成

し、現場の生産性向上も踏まえ、建設工事に従事する全ての者が時間外労

働の上限規制に抵触するような長時間労働を行うことのないよう環境整

備を図る。 
 
② 組織や担当者の考え方によるバラツキを解消するため、標準的な工程作成が

可能となるようガイドラインとして策定。 
 併せて、工種毎の標準施工能力から施工日数を算出する「工程作成の手引

き」を整備。本ツールを参考とすることにより、同規模、同条件等の工事

で工期設定がバラつかないための指標とする。 
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正な工期設定に向けた取組みが推進されることは、長時間労働の是正や週休２日の

推進など建設業への時間外労働の上限規制の適用に向けた環境整備につながるこ

とは勿論、建設業への働き方改革を通じ、魅力的な産業として将来にわたって建設

業の担い手を確保していくこととしている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また、令和元年 6 月 12 日に建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第三十号）が公布され、建設業法

第 19 条の 5 において著しく短い工期による請負契約の締結を禁止するとともに、同

条に違反した発注者に対し、建設業法第 19 条の 6 に基づき国土交通大臣等から勧告

されることとなった。今般、建設業法第 34 条第 2 項に基づき中央建設業審議会が「工

期に関する基準」を作成し、令和 2 年 7 月 31 日付けでその実施が勧告された。 

 東日本高速道路㈱（以下「NEXCO 東日本」という）が発注する工事においては、「工

事の契約から現場着手までの期間が十分確保されていない」、「特記仕様書に規定され

ている制約条件（現場着手時期等）が工期設定に反映されていない」、「工事で実施す

る準備期間が十分確保されていない」、「施工規模から見て適切な工期設定となってい

ない」など業界団体等から多くの声が寄せられている状況となっている。 

 こうした国の施策及び現状を踏まえ、NEXCO 東日本では、時間外労働の是正、週休

２日確保を推進するための環境整備の一つとして、適正な工期設定が行える指標とし

【参考】働き方改革実行計画（平成 29 年 3 月 28 日働き方改革実現会議決定）抜粋 

 

（現行の適用除外等の取扱） 

建設事業については、限度基準告示の適用除外とされている。これに対し、今回

は、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の５

年後に、罰則付き上限規制の一般則を適用する（ただし、復旧・復興の場合につい

ては、単月で 100 時間未満、２か月ないし６か月の平均で 80 時間以内の条件は適用

しない）。併せて、将来的には一般則の適用を目指す旨の規定を設けることとする。

５年後の施行に向けて、発注者の理解と協力も得ながら、労働時間の段階的な短縮

に向けた取組を強力に推進する。 

（取引条件改善など業種ごとの取組の推進） 

建設業については、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休２日の推進等

の休日確保など、民間を含めた発注者の理解と協力が不可欠であることから、発注

者を含めた関係者で構成する協議会を設置するとともに、制度的な対応を含め、時

間外労働規則の適用に向けた必要な環境整備を進め、あわせて業界等の取組に対し

支援措置を実施する。また、技術者・技能労働者の確保・育成やその活躍を図るた

め制度的な対応を含めた取組を行うとともに、施工時期の平準化、全面的なＩＣＴ

の活用、書類の簡素化、中小建設企業への支援等により生産性の向上を進める。 
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て、『請負工事における適正な工期設定ガイドライン（以下「本ガイドライン」とい

う）』を策定した。本ガイドラインにおける「適正な工期」とは、設計図書に規定する

品質の工事目的物を、標準的な施工方法（コスト）によって施工する際に必要となる

期間のことを指す。そのため本ガイドラインでは、工程のクリティカルを考慮し、工

種毎に標準施工能力から標準施工日数の算出が可能な「工程作成の手引き」を参考と

することで、組織や担当者により同規模・同条件等で工期設定にバラツキがなく、適

正な工期設定が行えるガイドラインとして制定したものである。 

 ３）発注者の役割 

発注者は、長時間労働の是正や週休 2 日の確保など建設業への時間外労働時の上

限規制の適用に向けた環境整備に配慮して、適正な工期での請負契約を締結する役

割を担う。また、図書の設計図書の施工条件等が不明確であると、工事の手戻り等

により、後工程における長時間労働につながりかねないことから、発注者は、設計

図書等において施工条件等をできるだけ明確にすることが求められる。 

公共工事においては、通常、入札公告等において当初の工期が定められることか

ら、発注者には、本ガイドラインに沿って適正な工期を設定する役割が求められる。

また、長時間労働の是正等の観点からも、公共工事入札契約適正化法や公共工事品

質確保に定める発注者の責務等を遵守する必要がある。 
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２．対象工事 

 本ガイドラインの対象は、NEXCO 東日本が発注する工事を対象とする。 

 ただし、随意契約を適用する災害等応急復旧工事や現場施工が 1 週間未満の工事は

除く。 

 
 なお、施工段階より前段階の事業化検討、計画、設計が工期に影響を与えるため、

円滑な進捗や品質が確保された成果品作成等に努め、工期にしわ寄せが生じないよう

にしなくてはならない。また事業化検討、計画、設計段階など工程や工期を検討する

場合は、施工段階における適正な工期の確保に配慮するものとする。 
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３．用語の定義 

 工 期 

工事の始期から工事の終期までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、作

業休止日、後片付け期間の合計をいう。 

 

 準備期間 

施工に先立って行う、労務、資機材の調達、調査、測量、設計照査、現場事務

所の設置等の作業を実施する期間であり、工事の始期から本体工事（工事目的物

を施工するための工事）や仮設工事（工事の施工及び完成に必要とされる各種の

仮工事）の着手までの期間をいう。 

※「工事共通仕様書」の着工日は、準備期間内の現場事務所等の設置、資機材

の搬入及び測量等の作業を開始することをいい、仕様書において、特段の定め

が無い場合は工事の始期日より 30 日以内に着工することを定めている。 

 

 施工に必要な実日数 

工種ごとの日当たり施工量と積算数量、施工の諸条件（施工パーティー数（班）、

施工時間など）により算出される実働日数をいう。 

 

 作業休止日 

降雨気象条件による休止日（Ｂ）＋休日（共通仕様書及び別に想定する作業休

止日）（Ｃ）＋通常の施工上の一時的な待ち日（Ｄ）をいう。 

 

 供用日数 

建設機械器具における「工事現場に供用される日」をいい、稼働率の算出に要

する供用日数は以下の日を示す。 

供用日数＝運転日数（Ａ）＋降雨気象条件による休止日（Ｂ）＋休日（Ｃ）＋

通常の施工上の一時的な待ち日（Ｄ） 

 

 稼働率 

建設機械器具における供用日数に対する運転日数の比率を示したものをいう。 
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例）週休２日推進工事の場合 

①土木工事積算基準 土工【Ａ地区】 

項目 
月平均 

標準運転日 

月平均 

標準休止日数 
標準稼働率 

土砂Ａ、硬岩Ａ、硬岩Ｂ、軟岩Ａ、

上部路床用購入材 

21 日 9 日 0.70 

土砂Ｆ、土砂Ｇ、軟岩Ｄ 20 日 10 日 0.67 

土砂Ｂ、土砂Ｅ、軟岩Ｂ、軟岩Ｃ 19 日 11 日 0.63 

土砂Ｃ 19 日 11 日 0.63 

土砂Ｄまたはこれに準じるもの 18 日 12 日 0.60 

 

②土木工事積算基準 土工【Ｂ地区】 

項目 
月平均 

標準運転日 

月平均 

標準休止日数 
標準稼働率 

土砂Ａ、硬岩Ａ、硬岩Ｂ、軟岩Ａ、

上部路床用購入材 

20 日 10 日 0.67 

土砂Ｆ、土砂Ｇ、軟岩Ｄ 19 日 11 日 0.63 

土砂Ｂ、土砂Ｅ、軟岩Ｂ、軟岩Ｃ 18 日 12 日 0.60 

土砂Ｃ 18 日 12 日 0.60 

土砂Ｄまたはこれに準じるもの 17 日 13 日 0.57 

 

③土木工事積算基準 舗装工事及び構造物関係工事 

項目 
月平均 

標準運転日 

月平均 

標準休止日数 
標準稼働率 

宮城県、福島県を除く東北地方

及び北陸地方 

19 日 11 日 0.63 

上記を除く地区 20 日 10 日 0.67 

 

④土木工事積算基準 トンネル工 

月平均 

標準運転日 

月平均 

標準休止日数 
標準稼働率 

21 日 9 日 0.70 
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 積雪地域の作業休止日 

積雪地域にあっては、工事箇所の気象状況等を踏まえて必要に応じ、連続冬期

作業休止期間を算定するものとする。 

工期及び工程の計画に当たっては、作業休止期間に留意するものとする。 

 

 後片付け期間 

工事の完成に際して、受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付

けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分の清掃等に要する期間をいう。 

 

 余裕期間 

契約の締結から工事の始期までの期間をいう。余裕期間は、受注者は工事に着

手してはならない一方で、主任技術者又は監理技術者の専任が不要である。工事

着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うことができる。 

 

 全体工期 

余裕期間と実工期を合わせた期間をいう。 

 
 
 
①余裕期間 ②準備期間 ③施工に必要な実日数＋ 

④作業休止日 
⑤後片付け期間 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

契約締結 
工期の始期 

本体工事・仮設工事に着手 

工期（実工期） 

全体工期 

（工事着手期限） 
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４．適正な工期設定 

NEXCO 東日本が発注する工事については、公共工事の品質確保の促進に関する

法律（以下、「公共工事品質確保法」という。）第 3 条第 8 項に基づき、その品質

を確保するうえで、公共工事の受注者のみならず、下請負人及びこれらの者に使

用される技術者、作業員等がそれぞれ重要な役割を果たすことに鑑み、工事にお

ける請負契約の受注者が、各々の対等な立場における合意に基づいて、市場にお

ける労務の取引価格、健康保険法等の定めるところにより事業主が納付義務を負

う保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期を定める公正な

契約を締結することが求められることから、下記各段階において適正な工期を設

定するものとする。 

 （１）工事発注準備段階 

   １）全体工期に含むべき日数・期間の設定 

全体工期に含むべき日数・期間として、以下の日数・期間を適切に設定する。 

 

   ① 余裕期間 

余裕期間は、週休２日推進工事に適用できるものとし、契約ごとに、工期の

３０％を超えず、かつ、４ケ月を超えない範囲内で余裕期間を設定することが

できるものとする。なお、余裕期間が６０日に満たない場合は６０日とする。 
柔軟な工期の設定等を通じて、受注者が建設資材や建設労働者などを確保で

き平準化を図ることができるため、発注者においては積極的に活用するものと

する。 
国土交通省では複数の方式が設定されているが、NEXCO 東日本では「任意着

手方式」を採用する。 

    余裕期間が設定される工事においては、入札公告及び特記仕様書に明示を行 
う。 

 任意着手方式 

発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者が工事の始期を選択する方

法。 
  

余裕期間 実工期 
 
 

余裕期間 実工期 
 

発注時 

契約時 

●範囲内で受注者が契約時に選定 

▲ 工期の始期を選定 早期に着手しても工期末は変更しない▲ 
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   ② 準備期間 

準備期間は、主たる工種区分ごとに下表に示す期間を標準的な日数とし、工

事規模や地域の状況等に応じて設定するものとする。なお、記載の無い工種に

ついては、最低 30 日を必要日数として工事内容に合わせて設定することを基

本とする。 

工種 準備期間 工種 準備期間 

土木工事 40 日 舗装工事（修繕） 60 日 

トンネル工事 80 日 橋梁補修工事 60 日 

PC 橋上部工工事 70 日 塗装工事 30 日 

鋼橋上部工工事 90 日 道路付属物工事 50 日 

舗装工事（新設） 50 日 土木補修工事 50 日 

建築工事 40 日 機電通工事 60 日 

 

 ③ 施工に必要な実日数 

施工に必要な実日数は、「日当たり標準施工量」に示す歩掛の作業日当たり

標準作業量から当該工事の数量を施工するのに必要な日数を算出する。その際、

パーティー（pt）数は基本１pt で設定することとするが、工事全体の施工の効

率性や完成時期などの外的要因も考慮のうえ、パーティー数を変更しても良い

ものとする。なお、上記による算出が困難な場合は、過去の類似工事の工程を

参考とし、施工に必要な日数を決定する。また、機器や構造物の製作期間につ

いては歩掛による算出は困難である為、過去の同種工事の工程を参考として必

要な日数を決定する。 

 

   ④ 年末年始休暇 

年末年始休暇の日数は 6 日（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで）とする。 

 

   ⑤ ゴールデンウィーク 

 ゴールデンウィークの日数は 3 日（5 月 3 日から 5 月 5 日まで）とする。 

 

⑥ 夏期休暇 

夏期休暇の日数は 3 日（8 月 14 日から 8 月 16 日まで）とする。 
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   ⑦ 作業休止日以外で工事全般にわたって考慮すべき事項 

工期設定においては、土木工事請負契約における設計変更ガイドライン 

表 2 条件明示事例を参考に以下の事項を考慮するものとする。 

明示項目 明示事項 
工程関係 1. 他の工事の開始または完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある

場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始または完了の時期  
2. 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、

施工時間及び施工方法  
3. 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその

協議内容、成立見込み時期  
4. 関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響があ

る場合は、その項目及び影響範囲  
5. 工事の着手時期  
6. 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及

び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間  
7. 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数 

用地関係 1. 工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期  
2. 工事用地等の使用終了後における復旧内容  
3. 工事用仮設道路・資機材置場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条

件、復旧方法等  
4. 施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土

地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等  
公害関係 1. 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、

作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容  
2. 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間  
3. 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容（処理施設、処理条件等）  
4. 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因

する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止する

ために必要な調査方法、範囲等  
安全対策 

関係 
1. 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間  
2. 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限が

ある場合は、その内容  
3. 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容  
4. 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合または

発破作業等に制限がある場合は、その内容  
5. 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容  
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明示項目 明示事項 
工事用道路

関係 
1. 一般道路を搬入路として使用する場合  

(1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その

経路、期間、時間帯等  
(2) 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容  

2. 仮道路を設置する場合  
(1) 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間  
(2) 仮道路の工事終了後の処置（存置または撤去）  
(3) 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容  

仮設備関係 1. 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場

合は、その内容、期間、条件等  
2. 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法  
3. 仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容  

建設副産物

関係 
1. 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの、距離、時間等

の処分及び保管条件  
2. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容  
3. 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条

件。なお、再資源化処理施設または最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距

離、時間等の処分条件 
工事支障 
物件等 

1. 地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事物件等支障物が存在する場合

は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等  
2. 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等  

薬液注入 
関係 

1. 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔

延長、注入量、注入圧等  
2. 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容  

その他 1. 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期

間、保管方法等  
2. 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引渡し場

所等  
3. 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格または性能、引渡場

所、引渡期間等  
4. 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容  
5. 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件  
6. 工事用電力等を指定する場合は、その内容  
7. 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容  
8. 部分引渡しを行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 
9. 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期  
10. 給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等  
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工事ごとの特別な作業休止日を踏まえて、工程を作成しておかなければ、工

事期間中に工事一時中止を行うことになり、これに伴う費用（一時中止に伴う

増加費用）を発注者が負担することになるため、適切に工期へ反映させること

が重要である。 

 

   ⑧ 後片付け期間 

後片付け期間は、工種区分ごとに大きな差が見受けられないことから、60 日

を標準的な日数とし、工事規模や地域の状況に応じて設定するものとする。 

    後片付け期間には、工事しゅん功届の要件となる工事記録写真、工事記録情

報、出来形調書及び変更設計図面等の整備も含むものとする。 
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 ２）「工程作成の手引き」の活用 

下記に示す工種の工期の設定に当たっては、「工程作成の手引き」を参考と

するものとする。 

 工程作成の手引き（舗装編 令和２年１０月） 

 工程作成の手引き（橋梁編 令和２年１０月） 

https://www.e-nexco.co.jp/bids/stipulation/ 

 

   ３）工期設定の条件明示等 

 

工期設定に係る条件を設計図書に明示するものとする。 

＜特記仕様書記載例＞ 

 

●．工 期（※余裕期間を設定する場合記載） 

本工事は、共通仕様書 1-12「着工日」の規定によらず、受注者の円滑な工事施工

体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる

余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者

は工事の始期を任意に設定することができる。 

余裕期間内は、主任技術者または監理技術者を配置することを要しない。また、

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、現場事務所等の設置、資材

の搬入、仮設工事または測量等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間

内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 

契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、「工事打合簿」

を監督員に提出し、協議の上、工事着手することができるものとする。 

 

    余裕期間（工事着手期限）：契約保証取得の日の翌日から●●日後 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.e-nexco.co.jp/bids/stipulation/


14 
 

（２）施工段階 

   １）工事工程クリティカルパスの共有 

一般的に建設工事は、気象条件、地形条件、地域条件等の異なる状況下で現

場において実施されるものである。そのため、当初想定した条件下での工程が、

当初予期し得なかった種々の要因により遅れが生じたり、中断が必要になった

りすることがある。 

そのうち、受注者の責によらない場合は、受発注者間で協議のうえ、適切に

必要な日数を延期する必要がある。協議を円滑に実施するため、原則すべての

工事において、工事工程クリティカルパスを受発注者間で共有し、工程に影響

する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする。 

 

 ＜工事工程クリティカルパスの共有方法＞ 

円滑な協議を行うため、施工当初（準備期間内）において工事工程（特にクリテ

ィカルパス）と関連する案件の処理期限等（“誰が”“いつまでに処理し”“どの作業

と関連するのか”）について、受発注者で共有するものとする。 

工事工程は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、その旨、

特記仕様書に明示するものとする。 

工事工程の共有にあたっては、必要に応じて下請け業者（専門工事業者等の技術

者等）も含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するも

のとする。 

 
   ２）工期の変更 

工事工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受

発注者間で共有するものとする。 

なお、工事工程の変更理由が、以下①～⑤に示す、受注者の責によらない場

合は、工期の延期等の適切な措置が講じられるよう、受発注者間で協議するも

のとする。 

    ① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合 

    ② 悪天候により作業の作業休止日が多く発生した場合 

    ③ 工事一時中止により全体工程に影響が生じた場合 

    ④ 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合 

    ⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 

 
＜土木工事共通仕様書記載例＞ 

１－２０－５ 工事工程の共有 

 （１）受注者は、本章１－２０－１（２）に規定する計画工程表を作成するにあたって、工

程に影響する事項がある場合、その事項（クリティカルパスを含む）及び処理対応者
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（「監督員」又は「受注者」）並びに処理対応時期を明記するものとする。 

 （２）前項の規定に従い作成した計画工程表を、施工期間にわたり受発注者双方で共 

有するものとする。 

 （３）受注者若しくは発注者は、計画工程表に明記した事項に変更が生じた場合、速やかに

記載事項を修正するとともに、適切に受発注者双方で修正した計画工程表を共有する

ものとする。 

 

＜土木工事請負契約における設計変更ガイドライン＞ 

Ⅲ．発注時における留意事項 

3.1 工事工程の共有 

 （１）工事工程表への明示事項 

受注者は、設計図書に示された条件に基づき、施工計画段階で工事工程表を作成する。

明示する内容には、以下の内容を含むものとする。 

  ① 工事工程表には設計図書に示された工事用地に関する事項、関連施設その他との関係、

作業日及び作業期間に関する事項、関連工事との調整に関する事項等に記載された、工

事着手可能時期等、工程に影響する事項。 

  ② 工事工程表には、クリティカルを明示するものとする。また、工程が変更となった場

合は、その都度クリティカルを再確認するものとする。 

  ③ 施工計画に影響する懸案事項（未解決課題）がある場合は、その内容を明示するとと

もに、課題解決のための受発注者それぞれの責任分担、対応者（監督員又は受注者）及

び対応期限を明示するものとする。 

 （２）工事工程の共有 

（１）により作成された工事工程表を、受発注者双方で確認し共有するものとする。 

工事施工中に工事工程表へ明示した条件等に変更が生じた場合は、速やかに工事工程

表の記載事項を修正するとともに、受発注者間で修正した工事工程表を共有するものと

する。このとき工程の変更理由が以下の①～⑤に示す、受注者の責によらない場合は、

工期の延期等の適切な措置が講じられるよう、受発注者間で協議するものとする。 

① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合 

② 著しい悪天候により作業の不稼働日が多く発生した場合 

③ 工事一時中止により全体工程に影響が生じた場合 

④ 資機材や労働需要のひっ迫により全体工程に影響が生じた場合 

⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 

 

   

 ３）工期の変更に伴う請負代金額の変更 

工期の変更に伴う請負代金額の変更については、「土木工事請負契約におけ  

る設計変更ガイドライン」によるものとし受発注者間で協議するものとする。
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   ４）工事工程共有例 
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